
案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

当該事業者は本案件に係るシステムの開発・販売をしている唯一の業者であり、システムの保守作業
や故障時等における一切の作業を行うに足る能力を有している。また、システムの変更時等における
プログラムの改修が必要になった際にかかる費用については低廉で行うことができ、他の業者では対
応が不可能であるため。

平成23年9月14日

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

シャープシステムプロダクト株式会社　　新宿区市谷八幡町８番地

職業安定部

随意契約理由書

\1,830,150円

アシストワークシステムの導入に伴うラ
イセンスの購入について

要求部署名

契約年月日

アシストワークシステムの導入に伴うライセンスの購入について

予定価格

その他
特記事項

\1,830,150円

発注（契約）
内     容

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

１社（業者指定）

東日本大震災の被災者支援については、安定所内のみならず、避難場所周辺等出先での相談業務等も
必要不可欠であり、そのような出先でも十分な情報提供を行うためには、①携帯利便性②ネットワー
ク環境が整備されたツールが必須となるため、これらの機能・条件等を兼ね備えた「アシストワーク
システム（仮称）」を活用し、被災者への総合的支援を積極的に実施する。また、通常時において
も、総合受付のほか、職業相談・求人受理窓口に配置し、各種情報提供を積極的に実施するための
ツールとして活用するほか、区市町村党との連携の元各地域への出張しての就職相談会や面接会、個
別支援を実施する際などにおいても、積極的に使用することで、求職者へのサービスの拡充を図るも
の。


